
   春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、半田市内１０地区で執り行われる春の山車祭りに訪れる観光客の利

便を図るため、仮設トイレの設置に要する経費について交付する補助金に関して、必要

な事項を定めるものとする。 

（補助金交付対象団体） 

第２条 補助金の交付対象団体は、別表第１の半田山車祭り保存会を構成する山車組が参

加する市内１０地区の祭礼執行組織とする。 

（補助金の交付対象経費等） 

第３条 補助金の交付対象となる経費は、各祭礼執行組織が仮設トイレを設置するのに要

する経費とし、その経費の種別は、仮設トイレのレンタル費、設置工事費、搬入搬出費

等市が認めた別表第２の仮設トイレの設置に直接係る経費とする。 

２ 補助金交付要件は次のとおりとする。 

（１）市内１０地区で執り行われる、伝統的な春の山車祭り（山車建造周年記念行事、

山車改修記念行事、イベント参加等による山車曳き行事は対象外）における仮設

トイレの設置であること。 

（２）多くの観光客の利用に供する仮設トイレであること。 

（３）仮設トイレの設置基数は、汲取式の場合７基以上、水洗式の場合５基以上である

こと。なお、設置基数は大便器と小便器の合計とし、仮設手洗い場は含めない。 

（４）観光客が利用しやすい場所に設置されていること。 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、補助対象経費総額の２分の１の額とする。 

２ 補助対象経費総額の計算方法は別表第２のとおりとする。 

３ 設置費用の見込み額（見積り額）が補助対象経費総額を下回る場合は、見込み額の２

分の１を補助金の額とする。 

４ 第１項及び第３項の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものと

する。 

５ 前項までの規定により算出される１０地区全体の補助金の総額が予算額を超過する

場合は、予算の範囲内に収まるよう補助率を決定し調整する。 

（補助金の交付申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとするもの（以下「交付申請者」という。）は、春の山

車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付申請書（様式第１）に必要書類を添えて、

市長に提出しなければならない。 



２ 交付申請者は、各地区祭礼執行組織における代表山車組（当番組等)又は統括組織（各

地区祭礼保存会等）の代表者とする。 

（補助金の交付決定） 

第６条 市長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認める場合は、

補助金の交付を決定するとともに、春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付

決定通知書（様式第２）により交付申請者に通知するものとする。 

（事業変更申請） 

第７条 前条の決定通知を受けたもの（以下「補助事業者」という。）は、当該事業につ

いてその内容を変更し、又は中止しようとするときは、速やかに春の山車祭り観光客用

仮設トイレ設置費補助金変更申請書（様式第３）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の変更決定） 

第８条 市長は、前条の申請書を受理したときは、速やかにこれを審査し、適当と認める

場合は、春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金変更決定通知書（様式第４）に

より補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告書の提出） 

第９条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、３０日以内に春の山車祭り観光

客用仮設トイレ設置費補助金実績報告書（様式第５）及び春の山車祭り観光客用仮設ト

イレ設置費補助金請求書（様式第６）に必要書類を添えて市長に提出しなければならな

い。 

２ 市長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。 

（補助金の交付取消し及び返還） 

第１０条 市長は、補助事業者が、この要綱に違反したときは、補助金の交付決定の全部

若しくは一部を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させること

ができる。 

（書類の整理） 

第１１条 補助金の交付を受けたものは、補助金の交付を受けた日の属する年度の末日か

ら５年間帳簿等証拠書類を整理し、保管しなければならない。 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日より施行する。 

 



附 則 

この要綱は、令和３年１月１日より施行する。 



別表第１（第２条関係） 

 

 祭礼執行組織 

【地 区】  【山 車 組】 

 亀崎（潮干祭）  東組、石橋組、中切組、田中組、西組 

 乙川  浅井山、殿海道山、南山、西山 

 岩滑  義烈組、西組 

 岩滑新田  平井組、奥組 

 上半田（ちんとろ祭）  北組、南組 

 下半田  北組、中組、東組、南組 

 協和  砂子組、西組 

 成岩  北村、南組、西馬場、東組 

 西成岩  西組、彦洲組 

 板山  本板山組、小板組、大湯組、日役組 

 



別表第２（第３条関係） 

 

１ 補助対象経費の種別及び補助基準単価 

◇汲み取り式仮設トイレ（簡易水洗含む） 

【経費種別】 【単位】 【補助基準単価】 

 仮設トイレ（大便器）レンタル費 基 ８，０００円  

 仮設トイレ（小便器）レンタル費 基 ６，０００円  

 手洗い場（蛇口２個以上）レンタル費 基 １１，０００円  

 搬入搬出費 基 ４，０００円  

 

 ◇水洗式仮設トイレ（上下水道接続） 

【経費種別】 【単位】 【補助基準単価】 

 仮設トイレ（大便器･和式）レンタル費 基 １８，０００円  

 仮設トイレ（大便器･洋式）レンタル費 基 ２２，０００円  

 仮設トイレ（小便器）レンタル費 基 １７，０００円  

 仮設手洗い場（蛇口２個以上）レンタル費 基 １１，０００円  

 設置接続費（搬入搬出含む） 基 ８，０００円  

 給排水工事費 基 ６，８００円  

手続諸経費(上下水道接続申請) 基 ６，７００円  

 

２ 補助対象とならない経費 

し尿汲取費、消耗品費(ﾄｲﾚｯﾄﾍﾟｰﾊﾟｰ、消臭材等)、清掃費、上下水道料金、電気照明設

置費、目隠し衝立設置費、トイレカー費、山車組集会施設の仮設トイレ設置費用など

は対象外 

  

３ 「補助対象経費総額」の計算方法 

１の表の経費種別毎の補助基準単価に設置基数を乗じた額の合計に、消費税及び地 

方消費税額を加算した額を「補助対象経費総額」とする。 



様式第１（第５条関係） 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付申請書 

〔     地区〕 

 

 年    月    日 

半  田  市  長    殿 

 

住 所 

団 体 名 

代表者氏名 

 

 春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付要綱第５条に基づき、関係書類を

添えて下記のとおり補助金の交付を申請します。 

記 

 

補 助 申 請 額 
〔Ａ、Ｂのうち低い方の額× 
1／2※100 円未満切り捨て〕 

円  

設 置 費 用 見 込 み 額

（見積り額）※税込み…Ａ 
円  

補 助 対 象 経 費 総 額

… Ｂ  
円  

実 施 期 間 

（仮設トイレ設置期間） 
 年 月 日～  年 月 日 

 

添付書類 

１ 仮設トイレ設置費用の見積書（内訳の記載があるもの） 

２ 補助対象経費総額計算書 

３ 仮設トイレの設置予定場所がわかる図面 

４ その他、半田市から指示された書類 



様式第２(第６条関係） 

年  月  日 

 

   様 

 

半田市長         印 

 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで申請のありました春の山車祭り観光客用仮設トイレ設

置費補助金については、下記のとおり交付することに決定しましたので通知します。 

 

 

記 

 

 

 

１．補助金交付決定額  金    円 

 

２．補 助 条 件 

 

（１）この補助金は、観光客が利用する仮設トイレの設置事業以外の目的に充てるこ

とは認められません。 

（２）春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付要綱に違反したときは、補

助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還

を命ずることがあります。 



様式第３（第７条関係） 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金変更申請書 

〔     地区〕 

 

 年   月   日 

半 田 市 長  殿 

住 所 

団 体 名 

代表者氏名                

 

     年  月  日付けで交付決定のありました春の山車祭り観光客用仮設トイ

レ設置費補助金について、下記のとおり変更をしたいので承認くださるよう申請します。 

 

記 

当 初 交 付 

決 定 額 
円  

変 更 後 の 

補助申請額 
円  

変 更 又 は 

中止の理由 

 

 

変 更 内 容 

 

 

 

添付書類 

１ 半田市から指示された書類 



様式第４(第８条関係） 

年  月  日 

 

   様 

 

半田市長         印 

 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金変更決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで変更申請のありました春の山車祭り観光客用仮設トイ

レ設置費補助金については、下記のとおり承認することに決定しましたので通知しま

す。 

 

 

記 

 

 

 

１．補助金変更決定額     金    円 

 

２．補 助 条 件 

 

（１）この補助金は、観光客が利用する仮設トイレの設置事業以外の目的に充てるこ

とは認められません。 

（２）春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金交付要綱に違反したときは、補

助金の交付決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還

を命ずることがあります。 



様式第５（第９条関係） 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金実績報告書 

〔     地区〕 

 

 

年    月    日 

 

 

半 田 市 長  殿 

 

 

住 所 

団 体 名 

代表者氏名                

 

 

     年  月  日付けで交付決定のありました春の山車祭り観光客用仮設トイ

レ設置費補助金の事業実績について、関係書類を添えて報告します。 

 

 

 

 

添付書類 

１ 仮設トイレ設置費用の請求明細書（内訳の記載があるもの）及び領収書の写し 

２ 仮設トイレ配置図面及び設置状況写真  

３ その他、半田市から指示された書類 



様式第６（第９条関係） 

 

春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金請求書 

〔     地区〕 

 

  年   月   日 

 

金                円 

 

但し、    年度春の山車祭り観光客用仮設トイレ設置費補助金として 

 

半 田 市 長  殿 

住 所 

団 体 名 

代表者氏名    印 

 

 

 

振 銀   行 

信用金庫          店 

預  １．普 通   ２．当 座  ３．その他（         ） 

口   

フリガナ 

 

口座名義人 

 

 

 

 

種  

 

金融機関名 

 
種   別 

口 座 番 号 


